
PCからは
検索大阪宅建協会

令和5年1月15日発行（毎月15日発行） 通巻644号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可
編集・発行人／高村永振　発行責任者／石井　茂
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

令和5年1月15日発行（毎月15日発行） 通巻644号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

協会ＨＰに簡単アクセス

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

トレンドコラム
「SNSでの物件紹介において、
注意したいポイントとは。」

トレンドコラム
「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、
注意したいポイントとは。」注意したいポイントとは。」

トレンドコラム
「SNSでの物件紹介において、
注意したいポイントとは。」

🐴🐴年頭のごあいさつ
🐴🐴大阪市商店街特集ページが稼働
🐴🐴令和４年度第３回不動産業務研修会

特集
トレンドコラムトレンドコラムトレンドコラム
「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、「SNSでの物件紹介において、
注意したいポイントとは。」注意したいポイントとは。」注意したいポイントとは。」

特集特集特集

january february
1・22023

vol.644

vol.6441・22023



２０２２年９月１日に表示規約とその規則が施行されたのは記憶に新しいところです。実務規定を含んだ大幅な改正
は実に��年振り。インターネットによる広告表示が１番上に記載されるようになったことは、ネット広告が主役の時
代になったことを象徴しています。そのような中、最近目立つようになったのは、SNSを利用した物件広告。各不動
産会社では、Z世代を取り入れたいという理由などから力を入れてきているようです。一方、その手軽さからか意とし
なくても違反広告を発信してしまうことも多くなっています。今回は、事例をあげながら注意点なども含めて解説し
ていきたいと思います。
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           での物件紹介において、
注意したいポイントとは。

SNS※の投稿内容はインターネット広告の掲載基準で判断。

　大前提として知っておきたいのは、SNSで物件紹介をする際は、インターネット広告の表示事項に準拠する必要があると
いうことです。SNSは手軽に活用できる分、表示事項に対してのチェックが甘くなりがちです。また、SNS広告に対しての運用
が確立されていないことも多いようで、成約済みの物件がそのまま掲載されていることも少なくありません。「いいね」が多
いと、その後も反響を期待してしまい、とっくに決まっている物件が公開され続けているということもあるようです。
　しかし、SNSもインターネット同様、全世界に向けて発信されている情報です。消費者に誤解を与えるような情報発信は、
不動産会社として避けなければなりません。
※SNSは、ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。
(総務省「安心してインターネットを使うために　国民のための情報セキュリティサイト」より引用)

インターネット広告の掲載基準を守って公開しましょう！

これは、あり〇？ なし×？ 事例から見るSNS広告の注意点

SNSの投稿の特徴として、同じアカウント内では過去にさかのぼって投稿内容が簡単に
確認できるという点が挙げられます。そういった点から、日記などの代わりに投稿し続
けている人も多く、思い出を蓄積する場所としての位置付けも強くなっています。不動産
会社においては、日々の業務を紹介したり、スタッフ紹介をしたり、消費者との垣根を低
くするために活用をされているところもいることでしょう。そして、日々の発信の中でお
すすめ物件を紹介しているケースも多くあるようですが、成約してもうっかり掲載し続け
ているというケースが散見されています。これは、表示規約��条に抵触するりっぱなお
とり広告。SNSは確かに掲載に至るまでの時間や手間が少なくて済むかもしれません
が、その分、掲載基準が緩いという訳ではありません。過去にさかのぼりやすいという特
徴から、掲載され続ければ、消費者は簡単に古い情報をチェックできてしまうというの
もトラブルに発展しやすい点です。うっかりであっても、ポータルサイトや自社サイトに
成約済みの物件情報が公開され続けていたらどんなことになってしまうか・・・。SNSで
の公開も同じ目線で判断することが重要と言えるでしょう。

　平成初期は店頭や情報誌、チラシでの物件広告が主流でしたが、あっという間にインターネットの時代がやってきま
した。そしてSNSの登場で、動画を使った広告までもが簡単にできるようになってきています。しかし、どの媒体において
も消費者目線に立った広告発信をするということは変わりありません。記事を参考にして、今後も正しい投稿、発信を心
掛けるようにしていただきたいと思います。

※掲載の内容は����年��月現在のものです。

成約済みの物件を「うっかり」掲載し続けてしまった！

×「おとり広告」に分類されます。

売却成立済み

〇 リンク先に漏れなく掲載されていれば問題ありません。

物件概要はサイトのリンク先へとばすように設定。

SNS内に物件概要を漏れなく記載すると文面が多くなり、ユー
ザー目線からすると見にくいという印象を与えてしまいます。こ
ういった側面から、URLを表示して物件概要をチェックしても
らうという方法をとっているケースをよく見かけますが、この対
応自体に問題はありません。一点注意したいのが、自社サイト
のトップページのURLを表示することは広告違反となる可能性
があるということ。消費者がリンク先で確認しようとしている
のはあくまでも物件概要です。トップページには物件概要が掲
載されていないので情報が不足しているとみなされてしまうこ
とがあります。

× 動画であっても使用禁止の文言を使ってはいけません。

動画で「家賃が地域で一番安い物件です」と発言し、
そのまま投稿。

表示規約第�条第�項第�号において「口頭による広告表示」に
ついての記載があります。セールストークの中でも合理的な根
拠がない状況下で「一番安い」というような最上級表現はNGと
されていて、それは動画においても同じ意識でいる必要があり
ます。営業担当者は地域で一番安いと感じていても、不動産は
この世に同じものが存在しないため、そもそも比較対象物が
あるものではありません。一番安いというのはあくまでも営業
担当者の主観であって、正しい情報ではないという点を認識す
ること。このような発言は投稿前に必ず編集して削除するよう
にしてください。

URL ●●●●● 投稿
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令和４年度賃貸不動産経営管理士試験　合格発表

　11月20日（日）に実施された「令和４年度賃貸不動産経営管理士試験」の合格発表が、12月
26日（月）に行われました。
　賃貸不動産経営管理士は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」において、賃貸住
宅管理業の登録が義務付けられた賃貸住宅管理業者（管理戸数200戸以上）が置かなければなら
ない「業務管理者」の要件を満たす国家資格です。
　国家資格化されてから２回目となる試験でしたが、実施結果は、合格者数8,774名、合格率
は27.7％、合否判定基準は50問中34問以上（管理士講習修了者は45問中29問以上）正解とな
りました。
　（一社）賃貸不動産経営管理士協議会Webサイト内（https://chintaikanrishi.jp/）にて、合格
者の受験番号及び実施結果の概要が掲載されていますので、ご確認ください。

令和４年度実施結果

申込者数 受験者数 合格者数 合格率

全　国 35,026名 31,687名 8,774名 27.7％
大阪府  2,892名 2,631名   727名 27.6％
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年頭のごあいさつ

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

 会　長　　高 村　 永 振

　新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えになられたこととお喜び申し上げます。

　平素は、本協会の諸活動に対し、各段のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、長引く新型コロナに加え、ロシアのウクライナ軍事侵攻、世界

的な原材料不足、急激な円安の進行など、国際情勢の目まぐるしい変化が続く中、我が国日本に

おいても、その影響が多方面に波及しており、先行き不透明な状況が続いております。しかし、

コロナ禍につきましては、行動制限・水際対策が緩和されたことにより、国内経済活動再開が進み、

明るい兆しが見えてきました。

　そのような中、不動産業界においては、昨年９月に発表されました基準地価を見ますと、住宅

地の全国平均が31年ぶりに上昇となったほか、大阪圏では住宅地・商業地・工業地等のすべてに

おいて上昇が見られ、経済活動の本格的な回復軌道に乗ることが期待できる状況になってきました。

　また、不動産取引における売買・賃貸借契約の際に交付される重要事項等の書面を電磁的方法

で提供すること（電子書面）が可能となり、IT重説を活用した重要事項説明書と合わせて「不動産

取引のオンライン化」を可能とする環境が整ったところです。

　本協会では、「会員管理のオンライン化」について構想の取りまとめを行い、全宅連・全宅保証

の所管委員会に提起した結果、内容が高く評価され、全宅連事業として取り扱っていただける

こととなりました。

　就任当初より「本当に必要なものは、前例にとらわれず、スピード感をもって対応していくこと」

を念頭に置いており、これからも協会業務の効率化と会員の業務支援を推進していく所存です。

　また、大阪宅建独自の事業である不動産ネットワーク「TAKTAS．」事業は、経済産業省が中小

企業支援として行う事業再構築補助事業として採択され、更なるブラッシュアップを図り、コン

テンツの充実と会員同士のネットワークの確立を目指してまいります。

　むすびに、皆様のより一層のご支援とご協力をお願い申し上げるとともに、皆様にとって飛躍

の年となり、益々のご繁栄とご健勝をお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ

大 阪 府 知 事

　新年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　皆様には、日頃から宅地建物取引業の振興を通じ、大阪府政の推進に格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。

　昨年は、長引くコロナ禍に加え、エネルギー危機や物価高騰などが私たちの生活に大きな影響

を及ぼし、本府では、府民の命と暮らしを守ることを最大の使命として、感染症対策や物価高騰

対策を切れ目なく実施し、府民や事業者の皆様とともに困難に立ち向かってきました。

　本年は、引き続きこれらの対策を着実に進めるとともに、大阪府・大阪市が連携して取り組んで

きた成長戦略、まちづくりについて、大阪・関西万博をインパクトとしてこれまで以上に府市

一体となって大阪が成長・飛躍する土台づくりを進めていきます。

　万博の開催まであと２年余りとなり、いよいよ会場建設工事が本格化します。国や博覧会協会、

経済界、府市が一体となって準備を加速させ、確実に万博の成功につなげていきます。とりわけ

「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」では、訪れた人々が「いのち」や「健康」、近未来の

暮らしを感じ、ワクワクする展示を行い、大阪のポテンシャルを世界に示す万博にしていきます。

　また、大阪の成長・発展には、その基盤となる都市インフラの整備が不可欠であり、万博に

あわせて様々なプロジェクトが進行しています。昨年策定した、大阪全体のまちづくりの方向性

を示す新しいグランドデザインをもとに、市町村とも協力しながら、官民一体となって取り組み

ます。

　不動産流通を通じてまちづくりに携わる皆様におかれましては、一層のご理解とご協力を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

　結びに、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会並びに公益社団法人全国宅地建物取引業保証

協会大阪本部の今後ますますのご発展と、本年が皆様にとって実りある素晴らしい年となります

ようお祈りいたします。
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

　全４回シリーズで開催される「事業承継ゼミ•
会員交流会」の第１回 •第２回が、12月５日（月）
及び20日（火）に行われました。このゼミは、
M＆Aの専門家である五島洋弁護士を講師に迎
え、これまで蓄積してきた取引先との関係を簡
単に終了させずに、同じ感性を持った地域不動
産業者に事業を引き継いでもらうため、事業譲
渡やM＆Aを１から学び、同じ考えや悩みを抱
える仲間との意見交換を通して、売り手と買い
手の適切なマッチングにつなげていく画期的な
取組みです。
　既に事業承継を見据える会員や将来的に検討したい会員から、各回70名を超える申し込みがあり、テ
ーマニーズの高さが伺えました。
　第１回は事業承継の基本を知り、メリットとデメリットについて、事例を交えながら解説いただき、
第２回は事業承継の手順について、売り手と買い手の立場をそれぞれ学び、ケーススタディをグループ
で検討しました。
　会員交流会では、講師を交え、具体的な自社の悩みや経験談に話の花が咲きました。参加した会員か
らは、「買い手側の視点を柔軟に考える大切さが、豊富な実例でよくわかった」「不動産仲介にもつながる
商売のコツ、経営の基本を学べた」と新たな気づきの声が寄せられました。
　これからも大阪宅建は、身近で頼りになる存在として、会員の団結やビジネス支援の機会を提供して
いきます。

【事業承継ゼミ•会員交流会を開催】

売り手側目線
・

買い手側目線
どちらも

しっかり学ぶっち！
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新入会員（2022年11月度）　
支　部 商　号 氏　名 免許番号

新大阪
㈱ビヨンド・クリエイション 西 村 　 光 史 ①63957

TRYOUT㈱ 髙 井 　 遼 平 ①63931

北
㈱エムツーホーム 正 木　 真 由 美 ①63965

㈱EMG 山 本 　 勝 治 ①63992

中央

㈱アウル 三 浦 　 敏 昭 ①63950

ES.GATE㈱ 小 見 山　 祐 樹 ①64016

㈱T&M's Partner 山 本 　 隆 弘 ①64003

㈱リベ大不動産 吉 本 　 裕 弥 ①63974

西
㈱ZP 福 沢 　 晶 ①63970

㈱N.ex.T 中 江 　 達 也 ①63999

なにわ南 ㈱ジオトラスト 吉 田 　 英 朋 ①64021

なにわ京阪
㈱スギタアールアイエー 杦 田 　 訓 之 ①63954

㈱t-one 武 内 　 恒 行 ①63995

なにわ東

泰昇国際㈱ 車 　 凌 霄 ①63935

アコール不動産管理サービス 大 野　 哥 乃 子 ①64011

㈱ネクサス 箕 形 　 利 之 ①64007

北摂

大阪北摂不動産㈱ 藤 田 　 義 久 ①64005

㈱櫻井 櫻 井 　 規 陽 ①63998

㈱ニーケーハウジング 勝 原 　 利 昌 ①63997

㈲ファースト・コーポレーション 池 田 　 英 子 ①63953

㈱桑畑工務店 桑 畑 　 博 文 ①63959

北大阪

㈱江坂不動産 坂 本 　 安 市 ①63925

日本ハウジングサポート㈱ 小 松 　 勇 人 ①64014

㈱サンエイジ 日 下 部　 裕 明 ①64022

東大阪八尾 ㈱エステートはた楽 板 東 　 宏 明 ①64024

堺市
㈱家不動産 水 本 　 諒 ①63996

㈱しるし堂 片 山 　 正 吾 ①64010

泉州 平井不動産 平 井 　 健 治 ①64032

・2022年11月入会時点の情報です。
・2022年11月末現在の会員数は　正会員8,450名　準Ａ　658名　準Ｂ　5,422名

※最新の会員情報は、大阪宅建Webサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。
　　　　　　　									　　　　								大阪宅建Web会員検索トップページ→
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   不動産流通関連サイトのお知らせ

　ハトマークサイト内の大阪版ページにて大阪市との業務委託に伴い「大阪市商店街特集」ページが2023
年１月中旬にスタートいたしました。
　「商店街」は、楽しいお買い物の場を提供するだけでなく、多彩なアイデアや創意工夫によって、まちの
活力を生み出しています。
　また、「商店街」には、歴史や文化、人と人とのふれあいなど、そのまちならではの地域に根ざした魅力
がたくさんあります。
　そんなまちの活力や魅力をいかして、新しく事業をはじめる皆さまに、この特集コーナーに掲載する空
き店舗を大いに活用いただき、大阪の「商店街」に新たなにぎわいを創出していただきたいと願っています。
　会員の皆様は、大阪市内の商店街近辺の物件情報がございましたら、「ハトサポBB」より登録いただく
ことでハトマークサイト並びに本特集ページにて物件情報を掲載いただけますので是非ご登録ください。

「大阪市商店街特集」ページ稼働開始！

　「ハトサポ」「ハトサポBB」「ハトサポサイン」のご利用は協会サイト会員ページよりご利用いただけます。

（ハトマークサイト大阪版）https://www.hatomarksite.com/search/osaka/
※「大阪市商店街特集」ページへは該当ページのバナーよりお進みいただけます。
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     令和４年度  第３回  不動産業務研修会

この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規程に定められた
受講義務のある実務研修会です。

研 修 会 形 式  ：  Web研修 （Web動画配信による研修会） 【全体約116分】

【研修の目的】	 	 	 	 	 	
不動産取引の現場では、契約の過程で起こったトラ
ブルが裁判にまで発展してしまうことがあります。
売買契約におけるトラブルに焦点を当て、実際に争
われた裁判例を題材にし、再現ドラマを交えながら
その注意点を詳しく解説します。

①建築条件付土地売買契約に関するトラブル
	 （約17分）
　・何故このような契約が交わされるのか
　・建築条件付土地売買契約の概要、利点・問題点
②埋設管（農業用水路）に関するトラブル	 （約14分）
　・売主の責任、買主の責任
　・媒介業者の調査・重要事項説明義務
③通行地役権に関するトラブル	 （約22分）
　・地役権設定登記と背信的悪意者
　・トラブルにならないために気をつけること

【研修の目的】	 	 	 	 	
「デジタル社会形成整備法」に基づき、宅地建物取引
業法等の各種法律が改正されました。法律改正の経
緯や電子契約について、各種法令に沿った業務の進
め方、注意点やハトサポサインを用いた実務的な説
明を交えて解説します。	

①デジタル社会形成整備法に基づく
　宅地建物取引業法等の改正について	 （約33分）
　・重要事項説明等の電磁的方法による提供関係等
②IT重説および電子契約に関する実務解説
　～賃貸借契約の場合～	 （約21分）
　・事前承諾・ハトサポサインの操作手順（重要事項
　　説明書）等
③ハトサポサインに関するQ＆A
　～活用方法をズバリ解説します～	 （約９分）

●動画視聴期間／ 令和５年２月６日（月）午前０時～３月10日（金）午後11時59分（※）
●受 講 方 法／大阪宅建協会Webサイト（https://www.osaka-takken.or.jp/）の会員ページより
　　　　　　　　Web研修サイトにログインして研修動画を視聴（確認テスト回答で受講完了）
●受 講 料／会員（正会員・準会員Ａ・準会員Ｂ・会員業者にお勤めの従業者）は無料

[ 主催 ] （一社）大阪府宅地建物取引業協会	
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

裁判例から学ぶ売買契約トラブル
と注意点（約53分）第１部　

デジタル社会のIT重説と電子契約
～便利に活用ハトサポサイン～

（約63分）
第２部　

※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません。（初回視聴時は早送り不可）
　期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。
※研修期間終了間際は回線が混み合う可能性があります。
※パソコン故障やインターネット回線不具合による受講ミスのないように、余裕をもって受講完了して下さい。
※平成30年４月から、宅建業法違反会員に対する処分を審議する際に、不動産業務研修会未受講者は、処分を

加重することとなりました。具体的には、過去３年間に60％以上の受講率がない場合に処分を加重します。

	インターネット環境のない会員・会員以外	：	研修動画上映会へ出席（確認テスト有）
	研修動画上映会申込書を所属支部にＦＡＸして下さい。

全宅連のWebサイトより研修動画を視聴されても
大阪宅建の受講履歴がつきません。
必ず大阪宅建協会Webサイトよりご視聴下さい。
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※ご所属の支部にFAXしてください。ご受講いただけない場合のみ、所属支部からご連絡いたします。

研修動画上映会申込書

受講理由に○をつけてください。　 受講日 ３月３日（金）

所属支部

	商号または名称

	出席者

	（区　分）　				正会員			・			準Ａ			・			準Ｂ			・			従業員

	TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX：

会員ページ用のユーザー名とパスワードが必要です。
(わからない場合は所属支部へお問い合わせください)

〔会員ページへ〕
①トップページ右上の“会員ページ”ボタンを押す。
②ユーザー名とパスワードを入力してOKボタンを押す。

〔Web研修サイトへ〕
①会員のページの“Web研修サイト”のボタンを押す。
②Web研修サイトでは、受講する人の選択が必要です。
　正会員、準会員Ａ、準会員Ｂ、その他従業員の中で該当する
ものを選択して“ログイン”ボタンを押してください。
　（研修受講者区分がわからない場合は、所属支部へお問い合
わせください。）

理 由 〔 インターネット環境なし・パソコン等故障・業務上の都合・その他（   　　　　　　　　　）〕

日時：令和５年３月３日（金）
　　　13：30	～	16：00	終了予定	（13：00～受付）
会場：大阪府宅建会館　２階会議室（大阪市中央区船越町２－２－１）
内容：①Web研修についての説明　　②研修動画上映　　③確認テストとアンケート記入
定員：50名
　　　※ご都合が合わない場合は本部までご相談ください。

大阪宅建協会Webサイト　https://www.osaka-takken.or.jp/

研修動画上映会

Web研修受講方法

研修動画上映会

Web研修受講方法
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令和４年度　苦情解決申出処理等に関する内訳 中央本部へ弁済移管済み案件の内
当年度　中央本部　審査結果分

①
前
月
末
未
解
決	

　
件
数

②
当
月
苦
情
解
決						

　
申
出
受
付
件
数

申出内容 ③
当
月
処
理
件
数

処理結果 当
月
中
央
本
部

審
査
件
数

審査結果
支
払
済
金
員
の

返
還
請
求
に
関

す
る
苦
情

会
員
に
対
す
る

支
払･

減
額
請
求

に
関
す
る
苦
情

損
害
賠
償
に

関
す
る
苦
情

物
件
に

関
す
る
苦
情

会
員
か
ら
の

支
払
請
求
に

関
す
る
苦
情

そ
の
他

解
決

弁
済
移
管

弁
済
枠
無

撤
回

認
証
拒
否

認
証

認
証
金
額

4月 15 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 59,291
5月 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 17 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 5,170,017
7月 17 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
8月 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
9月 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
11月 13 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1,342,098
計 7 2 0 5 0 0 0 10 0 6 2 2 5 1 4 6,571,406

※①＋②－③＝翌月①　※中央本部の審査件数は前年度以前に認証申出されたものを含む。

苦情申出処理　および　中央本部審査結果　報告書 苦情弁済委員会 　 令和４年11月30日現在

苦情解決申出処理案件内容集計表 令和４年11月30日現在

　項　　　　　目 内　　　　　　容 件　数 小　計

①支払済金員の
　返還請求に関する
　苦情

1　会員の履行遅滞、契約不履行、不完全履行	 	
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限を起因とする契約解除	 	 	
3　ローン不成立に関する契約解除
4　クーリング・オフによる解除
5　契約不成立、合意解除	 	 	 	 	
6　過払い金の返還請求
7　その他

４
０
０
０
０
０
０

４

②会員に対する
　支払・減額請求
　に関する苦情

1　売買代金・預り金等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行
2　瑕疵、数量、構造等による問題
3　その他

２
０
０

２

③損害賠償に
　関する苦情

1　契約解除に伴う手付倍返し、違約金等に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造に関する問題
3　会員の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に基づく損害賠償請求
4　抵当権抹消費用の支払請求
5　その他	

１
１
０
０
０

２

④物件に関する
　苦情

1　引渡等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造、施設に関する問題
3　抵当権の抹消請求	
4　その他	

０
１
０
０

１

⑤会員からの
　支払請求に
　関する苦情

1　解約による違約金・損害賠償等の請求に関する問題	
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限に関する問題	
3　手数料に関する問題
4　諸費用に関する問題
5　その他	

１
０
０
０
０

１

⑥その他 1　その他 ０ ０
合　　　　　　　　　　計 　　10

相
談
内
容
　
　
　　
　　			
　

①
業
者
に
関
す
る

　
相
談

②
契
約
に
関
す
る

　
相
談

③
物
件
に
関
す
る

　
相
談

④
報
酬
に
関
す
る

　
相
談

⑤
借
地
借
家
に

　
関
す
る
相
談

⑥
手
付
金
に
関
す
る

　
相
談

⑦
税
金
に
関
す
る

　
相
談

⑧
ロ
ー
ン
等
に

　
関
す
る
相
談

⑨
登
記
に
関
す
る

　
相
談

⑩
業
法
・
民
法
に

　
関
す
る
相
談

⑪
建
築（
建
基
法
含
）

　
に
関
す
る
相
談

⑫
価
格
等
に
関
す
る

　
相
談

⑬
国
土
法
・
都
計
法

　
等
に
関
す
る
相
談

⑭
そ
の
他 計

４月 6 （0） 24 （1） 5 （0） 8 （2） 46 （2） 2 （1） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 105（85） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （1） 199 （93）
５月 1 （0） 44 （5） 4 （0） 10 （1） 48 （7） 2 （2） 1 （1） 1 （0） 0 （0） 88（80） 2 （0） 1 （0） 0 （0） 1 （0） 203 （96）
６月 6 （0） 44 （4） 7 （0） 7 （3） 68 （3） 3 （2） 1 （1） 0 （0） 4 （1） 119 （103） 0 （0） 2 （1） 0 （0） 4 （2） 265（120）
７月 2 （0） 34 （2） 6 （1） 9 （5） 48 （8） 1 （1） 3 （2） 0 （0） 3 （1） 93（86） 2 （0） 2 （1） 0 （0） 3 （0） 206（107）
８月 3 （0） 22 （0） 4 （0） 7 （5） 42 （6） 0 （0） 4 （2） 1 （0） 0 （0） 101（87） 4 （4） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 189（104）
９月 4 （0） 45 （8） 3 （0） 9 （2） 67（13） 4 （1） 1 （1） 0 （0） 2 （0） 142 （128） 2 （1） 0 （0） 0 （0） 4 （0） 283（154）
10月 3 （0） 33 （4） 4 （0） 7 （3） 52 （9） 0 （0） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 114（96） 1 （1） 1 （0） 0 （0） 3 （1） 219（115）
11月 0 （0） 43 （8） 11 （2） 11 （7） 64 （9） 2 （2） 1 （1） 0 （0） 1 （0） 104（91） 1 （0） 2 （1） 0 （0） 3 （2） 243（123）
計 25 0 289 32 44 3 68 28 435 57 14 9 13 10 2 0 10 2 866 756 12 6 8 3 0 0 21 6 1,807 （912）

割合（％） 1.4 0 16.0 3.5 2.4 0.3 3.8 3.1 24.1 6.3 0.8 1 0.7 1.1 0.1 0 0.6 0.2 47.9 82.9 0.7 0.7 0.4 0.3 0 0 1.2 0.7 100 50.5 

宅建業者相談件数912件（1,807件の内		50.5％）

令和４年度　本部相談受付件数 （　　）内は会員からの問合せ件数　　相談所運営委員会　　　令和４年11月30日現在

   苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理集計表・相談受付件数
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名探偵たく
っちV

ol.39

名探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV l

.339 プレゼントをリニューアル！

プレゼント
正解者の中から抽選で２名様に、
「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。
解答はWebフォームでご応募ください。

https://forms.gle/yF43HB3kc8Joe4Bt5

リニューアルリニューアルリニューアル！！！！！
JCB

ギフトカードを
2名に進呈

2023年２月24日（金）23:59受付分まで有効とし、商品の発送をもって当選者
の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

Webフォームはこちら

Webフォーム

解答 前回の答え

ＡＡ B C D

ト ナ カ イ＋ ＝

Q. ルールにしたがってすべての空きマスに数字を埋め、色マスに入った数字の合計を答えてください。

（１）タテ列（９列）、ヨコ列（９列）のそれぞれの列の中に
１～９の数字が必ず一つずつ入ります。

（２）３×３マスの太線で囲まれたすべてのブロック（９個）に
１～９の数字が必ず一つずつ入ります。

【ルール】

【例題】
7 3 9 8 4 2 5 7 3 9 1 8 6 4 2 5
5 6 4 3 7 1 9 5 8 6 4 2 3 7 1 9
4 2 1 5 3 4 2 1 7 5 9 3 8 6

6 5 7 9 2 6 8 5 4 7 1 9 3
3 4 5 2 1 6 7 8 3 4 5 2 9 1 6 7 8

9 3 8 4 1 9 7 3 6 8 5 4 2
2 1 9 3 4 6 7 2 8 1 5 9 3 4

9 1 4 6 2 8 7 9 1 4 6 3 2 8 5 7
8 5 3 7 2 6 1 8 5 3 9 7 4 2 6 1

8 2
2 4 9 8 7

6 7 5 8
7 1 2 4 9 5 6

6 2
3 2 1 5 6 9 7

9 5 2 7
5 9 1 4 6

4 1
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建物の瑕疵
雨漏りは外壁コーキングの経年劣化によるものとして、
買主の瑕疵担保請求が棄却された事例
								　（東京地判　令３・11・25	ウエストロー・ジャパン）　吉川　文堂　　

   最近の判例から ～たくっちの実務ノート～

１　事案の概要

　平成29年７月、買主Ｘ（原告・個人）は、売主Ｙ（被告・宅建業者）より、築約28年の共同
住宅（本件土地・建物）を代金5,450万円で売買し引渡を受けた。

【売買契約の概要】
　・	隠れた瑕疵に関する瑕疵担保請求は、引渡後２年を経過したときはできないものとする。
　　ただし、補修の請求に限り、引渡後３年間できるものとする。
　・	瑕疵担保責任の留意事項：築年数相応の自然損耗、経年劣化、耐用年数切れが原因で起

きた雨漏り、水濡れ又は不具合等は、瑕疵担保責任の対象ではない。

　本件引渡から約２年１ヶ月経過した令和元年８月、本件建物３階居室の天井付近に漏水が
発生した。
　同月、ＸはＹに、本件建物の漏水状況報告書、漏水状況の写真及び見積書を送付して、検
討を依頼したが、Ｙはこの件に関して回答をしなかった。
　同年10月、ＸはＹに対し、「本件建物は本件売買契約締結時において雨漏りが発生してい
た。また、本件売買契約締結時に雨漏りが存在しなかったとしても、本件売買契約から約２
年１ヶ月しか経過していないにもかかわらず、雨水の侵入を招くようなシーリングやコーキ
ングの状態は、通常の品質を契約時において有していなかったというべきであり瑕疵にあた
る」として、Ｘがその修補等に要した費用102万円余等の損害賠償を求める本件訴訟を提起
した。

買主がコーキング不良により雨漏りが発生したとして、売主に対し瑕疵担保請求をした事案
において、雨漏りはコーキングの経年劣化によるもので瑕疵には該当しないとして、その請
求が棄却された事例

（東京地裁　令和３年11月25日判決　ウエストロー・ジャパン）
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　これに対してＹは、「本件売買契約締結時において本件建物に雨漏りが存在していたこと
の立証がされていない。また、本件漏水の原因はコーキングの劣化によるひび割れであり、
築年相当の経年劣化に他ならず瑕疵には該当しない」と反論した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求を全て棄却した。

【瑕疵の有無について】
　令和元年８月、台風が接近したことに伴う降雨により、本件建物の北東側から本件漏水が
生じたこと、本件漏水時点で本件建物３階部分の北東側の外壁のシーリングないしコーキン
グに多数のひび割れが生じていたことが認められる。しかし、ひび割れが本件売買契約の締
結された時点で生じていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
　Ｘは、ひび割れが本件売買契約の締結当時に存在しなかったとしても、本件売買契約の締
結から約２年１ヶ月しか経過していない時点で本件漏水を招くようなシーリングないしコー
キングの状態は、本件売買契約の締結時点で通常の品質を有しておらず、当該時点で瑕疵が
あったというべきである旨主張する。
　しかし、本件売買契約の締結時点で築28年弱の中古建物であったこと、本件売買契約の
締結に当たっては、本件建物が中古物件であり、躯体及び工作物並びに諸設備等について築
年相応の自然損耗、経年劣化が認められることを踏まえた現況有姿売買であることを前提と
して、Ｘにおいて引渡時に正常に稼働していることを確認し、引渡後に自然損耗、経年変化
による劣化、腐食等を原因として設備の故障等があったとしても、それらは隠れた瑕疵に該
当するものではない旨合意していること、外壁用のシーリング材の耐用年数は一般に５年か
ら10年程度であることが認められる。
　このように、本件建物が中古建物であることを前提に、本件売買契約において、経年劣化
は瑕疵担保責任の対象外とする合意をし、本件建物の引渡時に正常に移動していることを確
認している一方、その後に顕在化したシーリングないしコーキングのひび割れの発生は、一
般的なシーリング材の耐用年数を考慮すると、経年劣化によるものといわざるを得ないこと
に照らすと、このひび割れは本件売買契約において修補の対象とされる瑕疵に当たるという
ことはできない。
　以上によれば、本件建物に本件売買契約締結当時、瑕疵があったと認めることはできず、
これを前提とするＸの主張は、その前提を欠き、理由がない。
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３　まとめ

　本件は、買主がコーキング不良により雨漏りが発生したと主張したが、裁判所は経年劣化
によるもので瑕疵にあたらないとして棄却した事案である。
　瑕疵（契約不適合）は、引渡された目的物が、種類・品質等に関して、契約の内容に適合し
ていないことをいうものであり、中古住宅の売買における契約の内容は、取引後、経年劣化
により不具合等が発生する可能性のある築後相当年数を経過した建物の売買であることか
ら、取引後の経年劣化による不具合発生は契約内容に適合するものであって、瑕疵（契約不
適合）には該当しない。
　しかし、中古住宅の引渡後に生じた経年劣化による不具合等について、買主が瑕疵（契約
不適合）により担保請求ができると勘違いをするケースがよく見られることから、トラブル
防止の観点から、宅建業者においては、引渡後、経年劣化により雨漏り等の不具合が発生す
る可能性があること、その補修等のメンテナンスは買主が行う必要がある（費用が発生する）
ことを、売買に際して買主によく説明し、理解させておくことが重要となるように思われる。
　買主の瑕疵の主張が経年劣化等と判断され損害賠償等を棄却された裁判例として、売買ビ
ルの各不具合が通常生じうる経年劣化と判断された事例（東京地判	平28・７・14	RETIO	
110-114）、収益物件の不具合が経年劣化と判断された事例（東京地判	 令元８・29	
RETIO120-146）等があり、併せて参考にしていただきたい。
	 （調査研究部調査役）
																					

一般財団法人	不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/guide/retio.html

RETIO　127号より引用
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttppss::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggeess//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。））  

講講  演演  録録  購購  入入  申申  込込  書書      ◇申申込込日日：：    年年    月月    日日  

 ((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー  行行          FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411））   

 

注 
 

文 
 

部 
 

数 

不動産取引に関する最近の税制改正のポイントとケーススタディ R04 年 11 月発刊 冊  

 宅建業者が知っておきたい生産緑地 2022 年問題 
－制度の基本から解除に向けたコンサル業務について－ 

R04 年 09 月発刊 冊  

 ここを押さえたい宅建業務シリーズ 
－紛争類型と事案分析（１）媒介報酬－ 

R04 年 04 月発刊 冊  

 宅建業者が注意すべき消費税のポイント 
－仕入税額控除とインボイス制度を中心に－ 

R03 年 12 月発刊 冊  

 民法（物権法等）・不動産登記法改正の動向 
（所有者不明土地の利活用の円滑化等について 宅建業者の立場から） 

R03 年 05 月発刊 冊  

 民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ 
－不動産取引での重要ポイントを中心に－ 

R02 年 11 月発刊 冊  

 民法相続編改正 
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－ 

R02 年 02 月発刊 冊  

 不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01 年 09 月発刊 冊  

 不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01 年 07 月発刊 冊  

 合計部数 冊 合計金額 
(1 冊 500 円) 

円  

 お 名 前   

 ご 住 所 〒  

 日中連絡先  Ｆ Ａ Ｘ   

 

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX 送信してください。 

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。 

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。） 

※送料は当センターで負担いたします。 

 

 

講演会の講義内容を収録した「講演録」販売のご案内 

定定価価各各 550000 円円((税税込込))  

各各 AA44 ササイイズズ 
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